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控
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か
ら
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一
日
も
早
く
安
心
し
た
生
活
を 
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み
え
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熊
本
に
お
け
る
観
測
史
上
最
大
の
地
震
発
生
か
ら
２
週
間
以

上
が
経
ち
ま
し
た
。
住
民
と
行
政
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
そ
し
て

全
国
各
地
か
ら
支
援
に
集
ま
っ
た
多
く
の
支
援
者
が
一
つ
に
な

っ
て
被
災
者
の
救
済
と
支
援
活
動
に
あ
た
っ
て
き
ま
し
た
。
最

大
時
で
３
０
０
ヵ
所
近
い
避
難
施
設
が
設
置
さ
れ
、
１１
万
人
を

超
え
る
人
た
ち
が
自
宅
を
離
れ
、
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
に
避
難
所
に
は
指
定
さ
れ
て
い
な
い
店
舗
や
空

き
地
・
公
園
・
駐
車
場
な
ど
の
身
近
な
細
々
と
し
た
避
難
場
所

を
含
め
れ
ば
、
無
数
の
避
難
場
所
に
も
っ
と
多
く
の
避
難
者
が

い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
避
難
生
活
も
長
期
化
し
て
き
ま
し
た
。

避
難
者
の
方
々
の
健
康
管
理
や
ス
ト
レ
ス
解
消
な
ど
、
以
前
に

も
増
し
て
丁
寧
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
時
期
を
迎
え
て
い
ま

す
。
一
日
も
早
く
、
自
宅
で
の
安
心
で
き
る
生
活
を
取
り
戻
す

た
め
に
は
、
住
ま
い
の
片
づ
け
、
修
理
・
改
修
等
を
速
や
か
に

行
っ
て
い
く
こ
と
や
、
居
住
不
可
能
と
な
っ
た
住
宅
に
変
わ
る

住
ま
い
の
確
保
な
ど
が
急
務
と
な
り
ま
す
。
今
後
の
復
興
に
は
、

す
べ
て
の
被
災
者
を
視
野
に
入
れ
た
行
政
の
積
極
的
支
援
が
極

め
て
重
要
に
な
り
ま
す
。
党
市
議
団
と
し
て
も
、
お
ひ
と
り
お

ひ
と
り
の
声
を
丁
寧
に
聞
き
な
が
ら
支
援
に
あ
た
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 
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地震発生から二週間あまりを迎え

ました。初期の混乱した時と違い、現

在では中・長期的な立場で被災者の生

活環境を整えていくことが求められ

ています。 

なかでも、高齢者や障がい者な

どの要配慮者、小さな子どもがい

る世帯や外国人などについても十

分な配慮が求められています。 
 被災者のおかれた状況が日々

刻々とかわるなか、共産党市議団

は、4 月 19 日の申し入れに続いて

26 日、被災者の「今」にそくした

対策を緊急に講じるよう市に再度

の申し入れをおこないました。 

  

● 被害の全容を早急に明らかに

すること。 
● 被災者の実態について、避難所

だけでなく、公園・空き地やシ

ョッピングセンター等での車

中泊による避難者、また自宅避

難も含めすべての被災者の実

態把握をおこなうこと。 

● 応急危険度判定を一気に実

施するため、全国的支援を受

け判定士を確保すること。 
● 被災者生活再建支援金の抜

本的な拡充を国に対して求

めること。 
● 自宅に住めなくなった方へ

の住居の確保。仮設住宅につ

いては地域コミュニティー

に配慮し、立地場所や建築物

の検討をすること。 

● 災害住宅リフォーム助成制度

を創設し、住宅再建の支援を。 
● 被災した店舗や事業所の再開

のため、融資制度の上乗せをす

ること。 
● 倒産や事業休止などによる失

業者対策をはかること。 
● 被災児童の心的ストレスに対

応できるようスクールカウン

セラーの配置充実。様々な悩

み、不安に対する対応を。 

● 内閣府通達「避難所の生活環境

整備等について」を各部署に徹

底し、その内容に沿った適切な 

対応をとること。 
●主要な避難所に常設の医療チー

ムを配置し、感染症の予防等、

 
 

健康対策をはかること。 
●避難所での被災者支援の情報

周知のため掲示板などの必要 

な手立てをとること。 
●福祉避難所の増設をはかるこ

と。 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 熊本地震により、今もなお多くの市民が自宅に帰れずに、避難生活を送られて

います。住宅再建・生活再建に向けて、熊本市より様々な情報が提供されていま

すが、主な制度を紹介します。ご活用ください。 

 

 住宅の応急修理、仮設住宅への入

居など、被災者支援の制度を活用す

るために、「罹
り

災証明書」が必要に

なります。家屋などの被害に対して

発行するものです。 

【受付場所】  各区区役所福祉

課、各総合出張所 

●一部損壊 

被害状況が分かる写真又は修理

見積書等 及び 印鑑を窓口にご持

参ください。写真等の確認により発

行が可能です。 

●半壊、全壊、床上浸水 

 ・窓口までご連絡ください。 

 ・被害状況確認のため、各区の担

日本共産党 市議会だより 2016年 5月 1,8日合併号 

市営住宅の提供 市営住宅の家賃・敷金・駐車場利用料が免除となります 

全壊、半壊の被災者に加え、一部損壊の方も入居対象者となりました 

【入居期間】入居日から６ヶ月以内。（必要に応じて１年間まで更新可能） 

【提供住宅戸数】250戸程度 

【応募に必要なもの】・罹災証明（後日の提出も可。）・住民票または、本人を確

認できるもの（運転免許証、保険証など）・印鑑（代理人が申し込む場合のみ） 

【受付期間】 ４月２５日（月）～５月２日（月）８：３０～１７：００ 

【受付窓口】 熊本市役所 ９階会議室 など 

【入居予定日】 抽選後５月６日（金）から順次入居開始 

＜お問い合わせ先＞ 

中央区、北区、西区に応募される方  ０９６－３２７－５１０１ 

東区、南区に応募される方     ０９６－３１１－７８３３ 

 

民間住宅の提供 

民間の賃貸住宅を被災者が借りた場合、敷金や家賃を市が負担。 

全壊、半壊の被災者に加え、一部損壊の方で、住居に困窮している方 

【お問い合わせ】 （社）全国賃貸住宅経営者協会連合会など 

４月２５日～ 午前１０時～午後５時  ０１２０－０３－０３３８  

４月２８日～ 各区役所に窓口設置 

  

当課が家屋調査を実施します。 

 ・家屋調査を実施した上で発行

いたします。 

※写真添付のお願い 

平成２８年熊本地震により今後

非常に多くの申請が予想され、証

明の発行には通常よりも日数を多

く要することが見込まれます。申

請の際には、被害状況を写真撮影

のうえ添付ください。（提出する写

真は、目安として４～５枚程度。

外観（全景、各方向）、内部（特に

被害のある場所）を撮影くださ

い。） 

 

応急危険度判定の申し込み 
家屋の危険度判定（「調査済」「要注意」「危険」の判定）の依頼 

【連絡先】 ０９６－３２８－２５１３ 建築指導課 

 

家の片付けなどのボランティア派遣 
地震により被害を受けた家の中の片付けなど、お手伝いが必要な方に、ボ

ランティアを派遣します。 

【連絡先】熊本市災害ボランティアセンター 

     ０９０－６６５３－１５９２  ０９０－６６５３－１５９２ 

【受付時間】 午前９：００～午後４：００ 日本共産党熊本地区委員会 096‐322-2600 


